
8
8 16

8

7

7

7

8

7

（※ふるさと納税をしている方はP.4「4 寄附金に関する事項」参照）
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7

65

１月1日の
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資格確認書

特親別居
特
親
に
つ
い
て
は
手
引
き
の
８
頁 

表
10
の
項
目
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

特
親
１

特
親
２

特
親
３

特
親
４

特
親
５

特
親
６

特
親
７

特
親
８

特
親
９

別居（国外）

世田谷　砧子 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 216 4 3



58

58

58

58

85

（大学等学校教育法に規定する学校または、専修学校、各種学校等については在学証明書又は学生証のコピーが必要）

特定親族特別控除は、1人の親族に対して複数

特定親族特別控除

控除額 P.8表10「特定親族特別控除」の控除額

7

7

納税者本人と生計を一にする１９歳以上２３歳未満の親族で、合計所得金額が５８万円超１２３万円以下
の方（配偶者及び専従者等を除く）。「特親」欄に、P.８表１０「特定親族特別控除」の控除額に対応す
る「項目」の番号を記入してください。

欄

P.8表8



特親別居
特
親
に
つ
い
て
は
手
引
き
の
８
Ｐ 

表
10
を
参
照
く
だ
さ
い
。

別居（国外）

8

特
親
１

特
親
２

特
親
３

特
親
４

特
親
５

特
親
６

特
親
７

特
親
８

特
親
９



資格確認書

茶色

8
16

令和８年度より電子申告が可能となっています。（令和７年度以前の申告はできません）
詳細は右URL、eLTAXホームページをご確認ください。（https://www.eltax.lta.go.jp/）

確定申告

8 16 16 1



給与等の収入金額の合計 給与所得の金額
1円　～　 650,999円

651,000円　～　1,899,999円
1,900,000円　～　3,599,999円
3,600,000円　～　6,599,999円
6,600,000円　～　8,499,999円
8,500,000円　～　

0円
収入金額 -   650,000円
× 0.7 -    80,000円
× 0.8 -   440,000円

 収入金額 × 0.9 - 1,100,000円
収入金額 - 1,950,000円

(収入金額÷4,000)×4,000
(  )内は少数点以下切捨 
 

36 36

31
31 15 19 22
15 19
31

22



8

１　給与所得控除の見直し　
２　各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ　
３　大学生年代の子等に関する特別控除（特定親族特別控除）の創設

親族の給与収入額
表10　特定親族特別控除

控除額 項目
123万円超150万円以下
150万円超155万円以下
155万円超160万円以下
160万円超165万円以下
165万円超170万円以下
170万円超175万円以下
175万円超180万円以下
180万円超185万円以下
185万円超188万円以下

親族の合計所得金額
58万円超 85万円以下
85万円超 90万円以下
90万円超 95万円以下
95万円超100万円以下
100万円超105万円以下
105万円超110万円以下
110万円超115万円以下
115万円超120万円以下
120万円超123万円以下

45万円
45万円
45万円
41万円
31万円
21万円
11万円
6万円
3万円

1
2
3
4
5
6
7
8
9

※所得割の納税義務者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等。
ただし、その居住者の配偶者及び青色事業専従者等は除く

※「特親」欄に、控除額に対する「項目」の番号を記入してください

58万円超100万円以下
100万円超105万円以下
105万円超110万円以下
110万円超115万円以下
115万円超120万円以下
120万円超125万円以下
125万円超130万円以下
130万円超133万円以下

33万円
31万円
26万円
21万円
16万円
11万円
6万円
3万円

22万円
21万円
18万円
14万円
11万円
8万円
4万円
2万円

11万円

9万円
7万円
6万円
4万円
2万円
1万円

1,230,000円超1,650,000円以下
1,650,000円超1,700,000円以下
1,700,000円超1,750,000円以下
1,750,000円超1,800,000円以下
1,800,000円超1,850,000円以下
1,850,000円超1,900,000円以下
1,900,000円超1,971,999円以下
1,971,999円超2,015,999円以下

58

1 8

（水）

※所得の状況によって、上記複数の方法で徴収される場合があります。

（年金特別徴収）
（月）

（給与特別徴収）

詳
細
は
こ
ち
ら




